別記２-１

[bookmark: _GoBack]　　　国富町議会会議録検索システムデータ作成業務に係る公募型プロポーザル審査基準

１　評価項目、評価の視点及び配点は次のとおりとする。
⑴　評価基準　
ア　評価項目及び配点は次のとおりとします。　
	評価項目　
	配分率　
	配点　

	技術点　
	４　
	８０点　

	価格点（見積書）　
	１　
	２０点　

	合計　
	５　
	１００点　


　　　　※技術点は、委員の平均点とする。
イ　技術点の審査項目は次のとおりとします。　
	評価項目　
	配点　
	審査内容　

	実施体制　
	２５点　
	⑴　実施体制・スケジュール　
⑵　業務実績　
⑶　操作研修・導入支援　

	システム内容　
	４０点　
	⑴　機能要件　
⑵　非機能要件　
⑶　拡張性・追加提案　

	デモンストレーション　
	１５点　
	⑴　操作性　　

	合計　
	８０点　
	　


ウ　特定基準点　
技術点８０点の過半数（４０点以上）とします。　　
エ　順位の確定方法　
評価項目における評価の結果、評価点数の高い提案者を受託者として特定します。また、同点の場合は、技術点が高い提案者を受託者とし、それでも同点の場合は、審査委員会で合議の上、受託者を特定します。　
　　　　　なお、提案者が１者のみの場合については、審査委員会において技術点の評価が特定基準点を満たすことを判断基準として、受託者の特定を行います。　
⑵　評価の方法及び選定の方法　
参加希望者に対し、国富町議会会議録検索システムデータ作成業務に係る公募型プロポーザル方式により、「技術提案書」及び必要となる費用の見積額を記載した「見積書」の提出を求め、提案書の内容及び経費等を客観的かつ総合的に評価（審査基準の詳細は、別記２-２）して得られた総合評価点数の最も高い者を受託者として特定し、本町と契約条件に関する協議を行います。　

